
令和７年度第１回
香川県環境審議会自然環境部会

日時：令和７年５月27日（火）午後1時00分～

場所：香川県庁本館12階大会議室

資料１
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１ 開会

２ あいさつ

３ 議題

香川県みどりの基本計画の策定について

（次期計画の基本目標及び施策体系等の案）

４ その他

５ 閉会

次第
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香川県みどりの基本計画の位置付けについて

※「香川県みどりの基本計画」は、「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」に規定する
緑化の推進とみどりの保全に関する基本的な計画であるとともに、「香川県環境基本条例」に
規定する自然環境の保全やみどりの創出などに関する分野における基本的な計画に位置付
けられています。 3



香川県みどりの基本計画の策定について
１ 計画策定の趣旨、位置付け

２ 計画の期間

３ 計画の対象範囲

・「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」第６条に基づく緑化の推進と
みどりの保全に関する基本的な計画

・香川県環境基本条例に規定する自然環境の保全やみどりの創出などに関す
る分野における基本的な計画

・「『人生100年時代のフロンティア県・香川』実現計画」の基本方針に沿って
作成する計画

・令和８(2026)年度から令和12(2030)年度までの５年間

・みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例に規定する「樹木等の植物が生育
する森林、農地、草地その他これらに類する土地が形成している環境」が対象 4



香川県みどりの基本計画の策定について
４ 計画の基本的な考え方

・森林を含む「みどり」を、県土保全や水源涵養など公益的機能として
の恩恵を広く県民に与えてくれる「みどりの社会資本」として捉える。

・森林・林業・木材産業は、地域の経済社会の維持発展に重要な役割を
果たす産業であり、木材を利用することは、CO2の排出抑制及び炭素
貯蔵を通じて、循環型社会の実現に大きく寄与するものである。

・今回の「みどりの基本計画」の見直しに当たって、先人たちの努力に
よって造成された豊かなみどりを、持続的に管理・利用し、次世代に引き
継いでいくという視点を特に重要なこととして考える。

・みどりを取り巻く社会情勢の変化や県民の意向などを施策体系に反
映させ、総合的かつ計画的に施策を推進していく。 5



基本目標

施策展開の基本方向

香川県みどりの基本計画の策定について

（現行計画）みんなで育て、活かす、みどり豊かな暮らしの創造

みんなで育み、活かし、未来へつなぐ、香川のみどり

・基本目標に向けた緑化の推進とみどりの保全に関する施策展開の基本方向を
「みどりを育む」、「みどりを活かす」、「みどりをつなぐ」の３つに整理。

・計画に掲げる施策を実施することにより、二酸化炭素の吸収源である森林の整
備を通じて地球温暖化の防止やＳＤＧｓの目標達成にも貢献していく。

・令和６年度に決定した「かがわヒノキ」のロゴマークやキャッチフレーズを活かし
た、「かがわヒノキ」のブランド化を推進する。

・森林の有する多面的機能を発揮させつつ、それらと調和した形で花粉症発生源
を減らしていく取組みを進めていく。 6



施策体系

香川県みどりの基本計画の策定について
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【今後のスケジュール（予定）】

令和７年 ７月 令和７年度第２回香川県環境審議会自然環境部会

（鳥獣保護区特別保護地区の再指定について）

令和７年 ８月 令和７年度第３回香川県環境審議会自然環境部会

（香川県みどりの基本計画の骨子案について）

令和７年１０月 令和７年度第４回香川県環境審議会自然環境部会

（香川県みどりの基本計画の素案について）

令和８年 １月 令和７年度第５回香川県環境審議会自然環境部会

（香川県みどりの基本計画の最終案について）

※詳細な日時については、別途、調整させていただきます。 8


